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   会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

 

令和元年１０月２４日 

条例第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に

規定する会計年度任用職員（以下単に「会計年度任用職員」という。）に対する

報酬、費用弁償及び手当については、この条例の定めるところによる。 

 （報酬等） 

第２条 会計年度任用職員に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。 

２ 報酬の額は、月額又は日額で定めるものとする。 

３ 報酬の額は、次項又は第５項の規定により決定した報酬の基本額及びその基本

額に職員の給与に関する条例（平成１１年彩の国さいたま人づくり広域連合条例

第５号）においてその例によることとされている職員の給与に関する条例（昭和

２７年埼玉県条例第１９号。以下別表において「給与条例」という。）第９条の

２第２項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額（月額

の報酬にあってはその額に１００円未満、日額の報酬にあってはその額に１０円

未満の端数を生じたときは、これらをそれぞれ四捨五入して得た額）の合計額と

する。 

４ 月額の報酬を受ける会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務１月につき、別

表に定める月額に、その者について定められた１週間当たりの勤務時間を 

３８．７５で除して得た額を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数を生じ

たときは、これを四捨五入して得た額）を超えない範囲内において規則で定める

ところにより決定する。 

５ 日額の報酬を受ける会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務１日につき、別

表に定める月額を２１で除して得た額に、その者について定められた１日当たり

の勤務時間を７．７５で除して得た数字を乗じて得た額（その額に１０円未満の

端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額）を超えない範囲内において規

則で定めるところにより決定する。 

６ 報酬の額は、会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、

一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。 

７ 前５項に規定するもののほか、会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職
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員に支給される在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当に相当する報酬

を規則で定めるところにより支給する。 

８ 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任

期が６月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉

手当は支給しない。 

 （費用弁償） 

第３条 会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復す

るとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。 

２ 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権

衡を考慮して定める。 

 （報酬等の減額） 

第４条 会計年度任用職員の報酬及び手当の減額については、一般職の常勤職員の

給与の減額の例に準じて、規則で定める。 

 （支給） 

第５条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び手当（第２条第１項に規定する手

当に限る。）の支給については、前３条に規定するもののほか、一般職の常勤職

員の例による。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止） 

第２条 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１１年彩の国さいたま

人づくり広域連合条例第１３号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間（以下この条におい

て「特定期間」という。）において非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１１年彩の国さいたま人づくり広域連合条例第１３号）の適用を受けてい

た非常勤職員（月額の報酬を受けていた非常勤職員に限る。）で、この条例の施

行の日（以下この条において「施行日」という。）から令和２年６月３０日まで

の間にこの条例の適用を受けることとなるものであって、その者の受ける報酬の
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月額が特定期間において受けていた報酬の月額（特定期間において２以上の業務

に従事した場合にあっては、当該２以上の業務に係る期間の満了する日のうち、

施行日に最も近い日の属する月における報酬の月額（当該月額が２以上あるとき

は、当該月額のうち最も高い月額））に達しないこととなる場合においては、令

和２年６月３０日までの間、その者の受ける報酬の月額から特定期間において受

けていた報酬の月額までの範囲内において規則で定める額を報酬として支給す

る。 

（職員の分限に関する条例の一部改正） 

第４条 彩の国さいたま人づくり広域連合職員の分限に関する条例（平成１１年彩

の国さいたま人づくり広域連合条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条に次のように加える。 

 ４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の

適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第２２条の２

第２項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第５条 彩の国さいたま人づくり広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

（平成１１年彩の国さいたま人づくり広域連合条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条中「月額」の下に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっ

ては、報酬の額（会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年彩の国さい

たま人づくり広域連合条例第３号）第２条第４項若しくは第５項の報酬の基本額

に限る。））」を加える。 

   附 則（令和３年１１月４日条例第３号） 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和６年２月２日条例第１号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の会計年度任用職員の報酬等に関する条例（次項に

おいて「新条例」という。）の規定は、令和５年１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の会計年



- 4 - 

度任用職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の

規定による給与の内払とみなす。 

   附 則（令和７年２月１８日条例第２号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正後の会計年度任用職員の報酬等に関する条例（以下「新条例」という。）

の規定を適用する場合においては、改正前の会計年度任用職員の報酬等に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払と

みなす。 

附 則（令和７年７月２２日条例第３号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正後の会計年度任用職員の報酬等に関する条例（以下「新条例」という。）

の規定を適用する場合においては、改正前の会計年度任用職員の報酬等に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払と

みなす。 

   附 則（令和８年１月３０日条例第１号） 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。ただし、

第１条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 （改定日前の異動者の号給の調整） 

２ 令和７年４月１日（以下この項において「改定日」という。）前に職務の級

を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の改定日におけ

る号給については、その者が改定日において職務の級を異にする異動等をした

ものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。 

 （給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与

条例」という。）及び第２条の規定による改正後の会計年度任用職員の報酬等

に関する条例（以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。）の規定を適

用する場合においては、第１条の規定による改正前の職員の給与に関する条例
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及び第２条の規定による改正前の会計年度任用職員の報酬等に関する条例の

規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の会

計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （規則への委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

別表（第２条関係） 

職  種 月  額 

行政職 給与条例別表第１行政職給料表に定める２級における最

高の号給の給料月額及びその給料月額に１００分の２５

を乗じて得た額の合計額 

 

 


